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第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は消防法（昭和２３年法律第１８６号。以下「法」という。）及び小

田原市火災予防条例（昭和３７年小田原市条例第２９号。以下「条例」という。）に

基づく火災の予防、災害の発生及び拡大の防止並びに火災発生時における人命危険排

除等（以下「火災予防等」という。）に関する法令違反（法令違反でない状態又は行

為で行政上の措置を必要とするものを含む。以下「違反」という。）の処理について、

必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ



による。 

(1) 違反処理 警告、行政措置権の行使、告発又は免状返納命令要請措置等によって、

違反を是正するための行政上の措置をいう。 

(2) 警告 違反が認められる行為を行った者又は関係者（以下「関係者等」という。）

に対し、違反の是正を促す意思表示をいう。 

(3) 不利益処分 行政手続法（平成５年法律第８８号。以下「手続法」という。）第

２条第４号に定める処分をいう。 

(4) 聴聞 手続法第１３条第１項第１号の規定に基づき、予定される不利益処分に関

して、審理の場において意見陳述及び質問等の機会を与え、意見を聞くことをいう。 

(5) 弁明の機会の付与 手続法第１３条第１項第２号の規定に基づき、不利益処分の

原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。 

(6) 命令 法及び条例の規定に基づき、関係者等に対し、違反の是正のため必要な措

置を講ずることを内容とした義務を課す意思表示をいう。 

(7) 催告 警告による指導を受けた者又は命令違反者に対し、当該警告及び命令の履

行を催促する意思表示をいう。 

(8) 公示 法第５条第３項及び第１１条の５第４項の規定（他の条文において準用し

てるものも含む。）に基づき、命令を行った場合において、違反状態が継続してい

ることを周知することをいう。 

(9) 許可の取消し 法第１２条の２第１項の規定に基づき、法第１１条第１項に規定

する許可の効力を消滅させる意思表示をいう。 

(10) 特例認定の取消し 法第８条の２の３第６項（法第３６条第１項において準用

する場合を含む。）の規定に基づき、同条第１項に規定する特例認定の効力を消滅

させる意思表示をいう。 

(11) 告発 刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第２３９条第２項の規定に基

づき、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求める意思表示をいう。 

(12) 過料事件の通知 法第４６条の５の規定に基づき、法第８条の２の３第５項（法

第３６条第１項において準用する場合を含む。以下同じ。）、法第１７条の２の３

第４項の規定による届出を怠った者を、過料に処せられる者として管轄地方裁判所

に通知することをいう。 

(13) 代執行 行政代執行法（昭和２３年法律第４３号。以下「代執行法」という。）



の規定に基づき、命令により他人が代わってなすことができる義務を履行しない場

合に、命令者自らが義務者のなすべき行為を行い又は第三者に行わせ、その費用を

義務者から徴収することをいう。 

(14) 略式の代執行 法第３条第２項又は法第５条の３第２項の規定に基づき、法第

３条第１項第３号及び第４号（法第５条の３第２項において準用するものも含 

む。）に掲げる措置をとることをいう。 

(15) 免状返納命令要請措置等 法令違反を行った危険物取扱者又は消防設備士の免

状返納命令に係る神奈川県知事（以下「知事」という。）への報告及び当該違反者

に対する通知を行うための一連の措置をいう。 

(16) 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期間をいう。 

(17) 行政措置権 法令に基づく命令、許可の取消し、特例認定の取消し、代執行及

び略式の代執行を行う権限をいう。 

（違反処理の主体） 

第３条 違反処理は、小田原市消防長（以下「消防長」という。）が主体となって行う

ものとする。 

２ 消防長は、消防職員（以下「職員」という。）をそれぞれ指揮監督し、違反の是正

促進に努めなければならない。 

３ 消防長以外の消防吏員（以下「消防吏員」という。）が行う違反処理は、法第３条

第１項及び法第５条の３第１項に規定する命令とする。 

（消防長の責務） 

第４条 消防長は、社会公共の安全を確保するため、違反に関する情報を把握し精査す

るとともに行政措置権を行使し、火災予防等に努めなければならない。 

（違反処理上の留意事項） 

第５条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。 

(1) 違反処理は、社会公共の安全を確保するため、違反内容、火災発生危険又は火災

発生時に予想される被害の程度に着目し、時機を失することなく、厳正かつ公平に

行うこと。 

(2) 違反処理を行うにあたっては、関係者に対し、誠実かつ沈着、冷静に対処するこ

と。 

(3) 違反処理を行った事案については、適宜、改善状況の調査を行い、その是正促進



に努めること。 

第２章 違反処理 

第１節 通則 

（違反処理の区分） 

第６条 違反処理は、次に掲げる区分による。 

(1) 警告 

(2) 命令 

(3) 許可の取消し 

(4) 特例認定の取消し 

(5) 告発 

(6) 過料事件の通知 

(7) 代執行 

(8) 略式の代執行（法第３条第２項又は第５条の３第２項の措置） 

(9) 免状返納命令要請措置等 

（違反処理基準） 

第７条 違反処理は、次に定める違反処理基準（以下「処理基準」という。）により処

理しなければならない。 

(1)  命令、告発を前提とした処理基準に該当する場合 別表第１、別表第１の２ 

(2)  規定違反に対する直接の罰則に該当する場合 別表第２、別表第２の２ 

２ 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上、人命安全上猶予できないと認める場合若

しくは特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらな

いことができる。 

（違反の調査） 

第８条 消防長は、警告を行う場合、若しくは命令以上の違反処理を行う場合は、命令

要件の特定など正確な違反事実の把握のため職員に調査を命じるものとする。ただし、

警告を執行する際、立入検査により事実が確定している場合は、調査を省略すること

ができる。 

（資料提出命令等） 

第９条 消防長は、違反処理をするため必要な資料の提出を命じ、又は報告を求めると

きは、消防資料提出命令書（様式第１号）又は報告徴収書（様式第２号）によるもの



とする。 

（危険物の収去） 

第１０条 危険物若しくは危険物であることの疑いのある物を収去するときは、小田原

市消防本部危険物等事務処理要綱（昭和５９年小田原市消防本部訓令第１号）第１０

条の規定によるものとする。 

（実況見分） 

第１１条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、実況見分調書（様式第３号）

を作成するものとする。 

(1) 違反事実の確認及び証拠保全のため直接、違反の状態や物の存在を確認する必要

がある場合 

(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。 

（質問調書） 

第１２条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、質問調書（様式第４号）を

作成しておくものとする。 

(1) 供述内容が命令執行上重要な証拠となると認めた場合 

(2) 告発を行う場合 

(3) 違反者を特定し、違反事実や情状等を明らかにする必要がある場合 

(4) 前号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。 

（撮影拒否） 

第１３条 撮影を拒否された場合は、強行せず実況見分調書及び質問調書によって補完

するものとする。 

（書証の収集） 

第１４条 消防長は、違反者特定のため、書証（住民票等）の交付依頼を所定の申請用

紙又は次の依頼書により申請するものとする。 

(1) 住民票・全部事項証明書（個人事項証明書）の交付方について（依頼）（様式第

５号） 

(2) 商業登記簿謄本の交付方について（依頼）（様式第６号） 

(3) 建物登記簿謄本の交付方について（依頼）（様式第７号） 

（違反調査の報告） 

第１５条 第８条の規定により違反の調査をした職員は、調査した結果を違反調査報告



書（様式第８号）に事実認定資料を添えて消防長に報告するものとする。 

（違反処理の留保） 

第１６条 第７条第１項の規定にかかわらず、次に示す合理的な理由が存することによ

り、処理基準による違反処理を行うことが適当でないと認められる場合は、違反処理

を留保することができるものとする。 

(1) 当該違反部分の大部分が是正され、かつ、火災危険が排除されたと認められると

き。 

(2) 当該違反の是正が部分的であっても、現在是正が進行中であり、かつ進捗状況が

きわめて良好であると認められるとき。 

(3) 都市計画に基づく諸工事が具体化し、建物の移転、改築が予定されている場合 

(4) 老朽等による建物の取壊し及び跡地利用が具体化している場合 

(5) 民事係争事案のうち、当事者の権利関係が未確定であるため、名あて人の特定が

不能又は困難である場合 

(6) その他社会通念上妥当と思われる理由がある場合 

(7) その他行政上措置をすることが適当と認められるもの 

（安全担保措置） 

第１７条 消防長は、前条の規定により違反処理を留保した場合、安全対策措置（違反

内容の危険性に対応した代替的安全措置又は防火管理上の安全対策措置をいう。）を

講じさせ、その事実を違反処理台帳（様式第９号、以下「台帳」という。）に記録す

るものとする。 

（違反処理状況の管理） 

第１８条 消防長は、処理基準に該当する事案については、防火対象物及び危険物施設

の台帳を作成し、改善指導、違反処理の経過及び進捗状況の適正な管理を行うものと

する。 

第２節 警告 

（警告） 

第１９条 消防長は、違反が処理基準の警告の措置をとるべきものに該当する場合には、

命令又は告発に係る前段的措置として関係者等に対し、警告書（様式第１０号）を交

付し警告を行うものとする。 

２ 消防長は、前項の規定にかかわらず、緊急に措置する必要があると認める場合で、



警告書を交付するいとまがないときは、職員に警告事項を口頭で告知させることがで

きるものとする。この場合、事後速やかに警告書を交付するものとする。 

３ 警告の履行期限は、個々の違反事項について通常（社会通念上）是正可能と認めら

れる客観的所要日数と公益上（火災予防上）の必要性との衡量において妥当と認めら

れるものであること。 

４ 警告の要件は、警告が命令の前段措置として行われるものであるため、命令の要件

と一致するものであること。 

（警告履行期間中における履行状況の確認等） 

第２０条 消防長は、警告を行った場合は、警告事項の履行期間中における火災予防等

のために、職員に査察を行わせるものとし、併せて警告事項の履行状況を調査させる

ものとする。 

２ 職員は、前項の査察及び調査を行った場合には、査察規程に規定する通常の事務処

理を行うほか、第１８条の違反処理台帳に必要事項を記録しなければならない。 

３ 職員は、履行期限が経過しても警告事項が履行されていない場合は、違反内容を調

査し、第１５条の違反調査報告書により消防長に報告しなければならない。 

（警告事項履行の催告） 

第２１条 消防長は、警告を行い前条第３項の報告により警告事項が履行されていない

と認める場合は、当該関係者に対し、警告早期履行催告書（様式第１１号）を交付し、

当該警告事項の履行を促すことができるものとする。 

（上位措置への移行） 

第２２条 消防長は、第２０条第３項の報告を受け前条の警告早期履行催告書を交付す

る場合を除き、速やかに、処理基準に定める上位措置へ移行しなければならない。 

第３節 命令の事前手続 

（聴聞及び弁明の機会の付与の必要な不利益処分） 

第２３条 消防長は、次項及び第３項に該当する不利益処分を行う場合には、処分を受

ける者に対し聴聞、弁明の機会を与えこの手続を経た後に処分を行うものとする。 

２ この規程において、聴聞が必要な不利益処分とは、別表第３に掲げるものをいう。 

３ この規程において、弁明が必要な不利益処分とは、別表第４に掲げるものをいう。 

４ 前２項の不利益処分を行う場合の聴聞、弁明の機会を与える手続は、小田原市行政

手続条例（平成９年小田原市条例第２４号）の定めに従って実施する。 



５ 消防長は、前項の聴聞、弁明の結果、命令等を行うことが妥当でないことが判明し

た場合は、命令等を行うことを中止するものとする。 

第４節 命令 

（消防長による命令） 

第２４条 消防長は、違反が処理基準の命令の措置をとるべきものに該当した場合は関

係者に対して、命令書（様式第１２号）を交付し命令を行うものとする。 

２ 消防長は、違反が火災予防等の観点から猶予できないと認める場合で前項の命令書

を交付するいとまがないときは、職員に命令事項を口頭で告知させることができるも

のとする。この場合、事後速やかに命令書を交付するものとする。 

（命令の通知） 

第２５条 消防長は、法第１１条の５第２項の規定による命令を行った場合は、当該移

動タンク貯蔵所につき法第１１条第２項の規定による許可を行った市町村長等に別に

定める方法により通知するものとする。 

２ 消防長は、法第１６条の３第４項の規定による命令を行った場合は、前項の市町村

長等に対し、当該命令を行った旨を、速やかに報告するものとする。 

（消防吏員による命令） 

第２６条 消防吏員は、立入検査その他の業務の遂行中において、処理基準に規定する

命令の措置をとるべきものに該当する違反を現認した場合は、命令書（様式第１２号

その１、様式第１３号）を交付し命令を行うものとする。 

２ 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発行するいと

まがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後

速やかに命令書を発行するものとする。 

３ 消防吏員は、前項の命令を行った場合は、速やかに、口頭命令報告書（様式第１４

号）で消防長に報告するものとする。 

（教示） 

第２７条 不服申し立てのできる命令を文書で行う場合、又は命令を口頭で行う場合で

利害関係人から教示を求められた場合は、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０

号）第８２条に定める教示をしなければならない。 

２ 命令を文書で行う場合は、行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条

に定める教示をしなければならない。 



（公示） 

第２８条 消防長は、法第５条第１項、法第５条の２第１項、法第５条の３第１項、法

第８条第３項及び第４項、法第８条の２第３項、法第８条の２の５第３項、第１７条

の４第１項及び第２項、法第３６条第１項において準用する法第８条第３項及び第４

項並びに法第３６条第１項において準用する法第８条の２第３項の規定に基づく命令

を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所へ標識（様

式第１５号）を設置し公示するものとする。 

２ 消防長は、法第１１条の５第１項及び第２項、法第１２条第２項、法第１２条の２

第１項及び第２項、法第１２条の３第１項、法第１３条の２４第１項、法第１４条の

２第３項、法第１６条の３第３項及び第４項、法第１６条の６第１項の規定に基づく

命令を行った場合は、当該命令に係る危険物施設又は当該危険物施設のある場所へ標

識（様式第１６号）を設置し公示するものとする。 

３ 前各項の公示は、命令を発した場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除

がなされるまでの間その状態を維持するものとする。 

４ その他公示に関する必要な事項は、別に定める。 

（標識設置の方法） 

第２９条 前条に定める標識の大きさは日本産業規格Ａ３とし、次に掲げる事項が記載

されていること。 

ア 防火対象物又は危険物施設の所在地、名称 

イ 命令を受けた者の氏名 

ウ 命令の内容（命令事項又は命令の理由） 

エ 命令を発した年月日 

オ 命令を発した者の役職、氏名 

カ 標識設置の根拠規定を示した注意書き 

キ 標識を損壊した者は、公文書毀棄罪等で罰せられる旨の注意書き 

（命令履行期間中の措置及び催告） 

第３０条 消防長は、命令を行った場合は、第２０条に準じた措置を職員にとらせるも

のとし、必要と認める場合は、当該関係者に対し、命令早期履行催告書（様式第１７

号）を交付し、当該命令事項の履行を促すものとする。 

（改善状況の確認等） 



第３１条 消防長は、関係者に対し命令事項の改善が完了したときは、速やかに報告す

るよう指導しなければならない。 

２ 消防長は、前項の報告を受けたときはこれを検査し、改善の状況を確認しなければ

ならない。 

（命令の解除） 

第３２条 消防長は、命令事項が履行された場合で命令を受けた者から命令の解除の申

し出があったときは、その是正状況を確認し、適当と認めるときは速やかに命令を解

除するものとする。 

２ 命令の解除は、関係者等に対し、命令解除通知書（様式第１８号）を交付すること

により行うものとする。 

（公示の撤去） 

第３３条 消防長は、第３１条の検査で命令事項が改善された場合は、公示を撤去する

ものとする。 

第５節 許可の取消し等 

（許可の取消し） 

第３４条 消防長は、法第１２条の２第１項に係る違反があり、期間を定めて使用の停

止を命じても従わず、又は従った場合でも再び使用されることにより公共の安全又は

災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれが高い場合は、違反事実が是正されていない

ことを再確認のうえ、当該違反者に許可取消通知書（様式第１９号）で通知し、許可

取消書（様式第２０号）を交付することにより危険物施設の許可の取消しを行うもの

とする。 

（特例認定の取消し） 

第３５条 消防長は、防火対象物点検の特例認定及び法第３６条第１項において準用す

る法第８条の２の３第６項の規定による特例認定取消しの措置を行う場合は、管理権

原者に特例認定取消通知書（様式第２１号）で通知し、特例認定取消書（様式第２２

号）を交付することにより行うものとする。 

第６節 告発 

（告発の要件） 

第３６条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するもので罰則をもって対応すべきと

認められる場合に、告発を行うものとする。 



(1) 違反内容が重大なとき。 

(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。 

(3) 告発をもって処置すべき情状が認められるとき。 

（告発の手続） 

第３７条 告発は、当該違反を管轄する検察官又は警察署長等に対して行うものとする。 

２ 告発を行うときは、告発書（様式第２３号）に次の各号に掲げるもののうち、違反

に関する必要な資料を添付するものとする。 

(1) 違反調査報告書（写） 

(2) 立入検査結果通知書（写） 

(3) 警告書（写）、命令書（写）、催告書（写） 

(4) 実況見分調書（写）、図面（写）、写真（写） 

(5) 質問調書（写） 

(6) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料（写） 

（告発の協議） 

第３８条 消防長は、告発する場合には事前に市長と協議するものとする。 

（告発結果の処理） 

第３９条 消防長は、告発に係る処分の通知があった場合は、速やかに市長に報告する

ものとする。 

第７節 過料事件 

（過料事件の通知） 

第４０条 消防長は、法第８条の２の３第５項、法第１７条の２の３第４項の規定によ

る届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに行うも

のとする。 

（過料事件の手続） 

第４１条 過料事件の通知は、法第８条の２の３第５項及び第１７条の２の３第４項の

規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。 

２ 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書（様式第２４号）に次の資料を添付

して行うものとする。 

(1) 特例認定申請書（写）及び認定を受けた旨の通知書類（写） 

(2) 賃貸借契約書等、管理権原者に変更があったことを証する書面（写） 



(3) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料（写） 

第８節 代執行 

（代執行） 

第４２条 消防長は、第２４条、第２６条の規定による命令又は第３６条の規定による

告発によってもなお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めたときは、代

執行法の定めるところにより代執行を行うものとする。 

第９節 略式の代執行 

（略式の代執行） 

第４３条 消防長は、法第３条第１項又は法第５条の３第１項の命令に係る履行義務者

を確知することができないために、当該命令を発することができない場合には、職員

に、略式の代執行の措置をとらせるものとする。 

第１０節 免状返納命令要請措置等 

（違反行為の報告等） 

第４４条 職員は、危険物取扱者又は消防設備士が、処理基準に定める違反行為を行っ

たことを把握した場合は、速やかに消防長に報告するものとする。 

２ 消防長は、前項の報告があった場合は、危険物取扱者違反処理報告書（様式第２５

号）又は消防設備士違反処理報告書（様式第２６号）に、違反調査報告書等の関係資

料を添えて、知事に報告するものとする。 

３ 消防長は、前項の規定により知事に報告する場合は、第１項の違反行為を行った者

に対し危険物取扱者違反事項通知書（様式第２７号）又は消防設備士違反事項通知書

（様式第２８号）を交付するものとする。 

第１１節 送達 

（警告書等の交付手続） 

第４５条 警告書、命令書、特例認定取消書、許可取消書、戒告書、代執行命令書及び

代執行費用納付命令書、保管費等納付命令書（以下「警告書等」という。）を発行す

るときは、原則として、当該関係者に直接交付し、受領書（様式第２９号）に署名捺

印を求めるものとする。 

２ 警告書等の交付に際し、受領を拒否した場合及びその他やむを得ない事由により直

接交付できない場合は、配達証明及び内容証明郵便により郵送するものとする。ただ

し、被送達者の住所が不明のため郵送できない場合は、公示するものとする。 



第１２節 物件の措置 

（物件除去の広告） 

第４６条 略式の代執行の事前公告を行う場合は、公告書（様式第３０号）を、小田原

市消防本部（以下「消防本部」という。）に、１４日間掲示することにより行うもの

とする。ただし、緊急の必要があると認めるときは、公告を要しないものとする。 

（物件の保管等） 

第４７条 消防長は、法第３条第２項及び法第５条の３第２項の規定により、法第３条

第１項第３号又は第４号の措置をとるべき必要があると認める物件は、適当な場所又

は施設等を選定して保管するものとし、保管に際しては次の各号に留意するものとす

る。 

(1) 物件の滅失及び損傷防止 

(2) 盗難の予防措置 

(3) 危険物又は燃焼のおそれのある物件については、火災等の予防措置 

（保管物件の公示） 

第４８条 消防長は、略式の代執行により物件を保管した場合は、保管物件公告書（様

式第３１号）を保管を始めた日から１４日間、消防本部に掲示しなければならない。 

２ 消防長は、前項の公示の期間が満了しても、なおその保管物件の所有者を知ること

ができない場合は、当該公告の要旨を小田原市の公報又は新聞紙に掲載する手続をと

るものとする。 

３ 第１項の公示場所には、保管物件一覧簿（様式第３２号）を備え付け、これをいつ

でも関係者に自由に閲覧させなければならない。 

（保管物件の売却） 

第４９条 消防長は、第４７条の規定により保管した物件が滅失し若しくは破損するお

それがあるとき、又はその保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、災害対

策基本法施行令（昭和３７年政令第２８８号）第２７条の規定により当該物件を売却

し、その売却した代金を保管することができる。 

（保管物件の返還請求と受領） 

第５０条 消防長は、前条の規定により保管物件、又は売却代金の返還を求められたと

きは、保管物件返還請求書（様式第３３号）を提出させるとともに、保管物件又は売

却代金について権原を有する者であることを証することができる書類等の提出を求め、



権利の存否を確認のうえ当該物件を返還し、物件受領書（様式第３４号）又は代金受

領書（様式第３５号）を提出させるものとする。 

（保管物件の所有権放棄） 

第５１条 消防長は、保管物件又は売却代金について権原を有する者から所有権を放棄

する旨の申し出があった場合は、所有権放棄書（様式第３６号）を提出させるととも

に、当該権原を有する者であることを証することができる書類等の提出を求め、権利

の存否を確認のうえ受領するものとする。 

（保管費用等の徴収） 

第５２条 消防長は、第４８条の物件の保管、売却、公示等に要した費用は、当該物件

の返還を受けるべき占有者等の負担とする。 

２ 前項の費用の徴収については、代執行法第５条及び第６条の規定を準用し、保管費

等納付命令書（様式第３７号）を交付することにより、当該費用を徴収するものとす

る。 

（法定期間経過後の報告） 

第５３条 消防長は、保管した物件が第４８条第１項の規定により災害対策基本法（昭

和３６年法律第２２３号）第６４条第６項に定める法定期間を経過した場合は、市長

に通知するものとする。 

第３章 関係行政機関との連携 

（関係行政機関との連携） 

第５４条 消防長は、他法令違反が存する防火対象物の違反処理を行う場合、関係機関

に十分な情報提供を行うとともに、関係機関との連絡調整に努めなければならない。 

２ 消防長は、違反処理を行う場合で必要事項を調査するうえで他に手段がないときは、

他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第３５条の１０の規定に基

づく照会を行うものとする。 

３ 消防長は、違反処理に関して関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協

力するものとする。 

４ 第２項の照会は、火災予防関係事項照会書（様式第３８号）により行うものとする。 

第４章 その他 

（違反処理の報告） 

第５５条 消防長は、違反処理を行った場合は、次により市長に報告しなければならな



い。 

(1) 警告、命令（口頭命令を含む）、特例認定の取消し、許可の取消し、告発、過料

事件の通知、代執行及び略式の代執行を行ったときは、違反処理報告書（様式第３

９号）により報告するものとする。 

(2) 消防長は、前号の違反処理が完結したときは、違反処理完結報告書（様式第４０

号）により報告するものとする。 

（統計） 

第５６条 消防長は、違反処理実施状況について統計を作成しておかなければならない。 

（その他） 

第５７条 違反処理の実施に関し必要な事項は、この規程に定めるもののほか、消防長

が別に定める。 

２ 石油コンビナート等災害防止法（昭和５０年法律第８４号）にかかる違反は、この

規程の例により処理する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、令和３年４月１日から施行する。 

（小田原市火災予防違反処理規程の廃止） 

２ 小田原市火災予防違反処理規程（平成２０年小田原市消防本部訓令第１号）は、廃

止する。 



様式第１号（第９条関係） 

第  号  

年  月  日  

       様 

 

小田原市消防長        □印   

 

消 防 資 料 提 出 命 令 書 

 

火災予防のため必要があると認めるので、消防法（昭和２３年法律第１８６号）の

規定により、次の資料を    年  月  日までに小田原市消防本部へ提出す

るよう命令する。 

なお、この命令に従わない場合、または虚偽の資料を提出した場合は、法第４４条

第２号の規定により処罰されることがある。 

所 在 地  

名  称  

用  途  

（提出する資料） 

 

 

 

 

 

教示 

 この命令に不服がある場合は、この命令があったことを知った日の翌日から起算

して３か月以内に小田原市長に対して審査請求することができます。また、この命

令については、命令があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、小

田原市（訴訟において小田原市を代表するものは小田原市長となる。）を被告とし

て処分の取消しの訴えを提起することができる。なお、この命令に審査請求した場

合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か

月以内に、小田原市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。 



様式第２号（第９条関係） 

第  号  

年  月  日  

       様 

 

小田原市消防長        □印   

        

報  告  徴  収  書 

 

火災予防のため必要があると認めるので、消防法（昭和２３年法律第１８６号）

の規定により、次の項目を    年  月  日までに小田原市消防本部へ提出

するよう命令する。 

なお、この命令に従わない場合、または虚偽の報告をした場合は、法第４４条第

２号の規定により処罰されることがある。 

所 在 地  

名  称  

用   途  

（報告内容） 

 

 

 

 

教 示 

 この命令に不服がある場合は、この命令があったことを知った日の翌日から起算

して３か月以内に小田原市長に対して審査請求することができます。また、この命

令については、命令があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、小

田原市（訴訟において小田原市を代表するものは小田原市長となる。）を被告とし

て処分の取消しの訴えを提起することができる。なお、この命令に審査請求した場

合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か

月以内に、小田原市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。 



様式第３号（第１１条関係）その１ 

実 況 見 分 調 書（第  回） 

年  月  日  

 

 

 

所   属            

階級・氏名         ㊞  

 

 次の            におけるに          ついて本職は次

のとおり見分しました。 

見 分 日 時 
年  月  日 

時  分 開始 ～   時  分 終了 

所  在  地  

名     称  用 途  

実況見分の目的  

立  会  人 

住所 

氏名・年齢          歳  職業 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第１１条関係）その２ 

撮影年月日  年  月  日  時  分ころ 

No.   

 

 

 

No.   

 

 

 

撮影者階級・氏名        ○印   



様式第４号（第１２条関係） 

質 問 調 書（第  回） 

 

 

 次の            について本職が下記の者に質問してところ任意に

次のように供述した。 

質問実施日時 
年  月  日 

時  分 開始 ～   時   分 終了 

所  在  地  

名     称  

被 

質 

問 

者 

住  所  職 業  

氏  名  生年月日  

質 問 場 所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第１４条関係） 

第  号  

年  月  日  

 

            様 

 

小田原市消防長        □印   

 

 

住民票・全部事項証明書（個人事項証明書）の交付方について（依頼） 

 

 このことについて、消防法令違反の調査上必要ですので、次の書類について公用

として交付願います。 

 

１ 必要書類    通 

 

２ 氏  名            （生年月日           ） 

 

３ 本籍地等 

 

      筆頭者 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第１４条関係） 

第  号  

年  月  日  

 

            様 

 

小田原市消防長        □印   

 

商業登記簿謄本の交付方について（依頼） 

 

 このことについて、消防法令違反の調査上必要ですので、次の書類について公用

として交付願います。 

 

１ 必要書類    通 

 

２ 法人名 

 

３ 法人所在 

 

４ 代表者 

 

５ 手数料  登記手数料令第１９条により免除 

       

 

 

 

 

 

 

 



様式第７号（第１４条関係） 

第  号  

年  月  日  

 

            様 

 

小田原市消防長        □印   

 

建物登記簿謄本の交付方について（依頼） 

 

 このことについて、消防法令違反の調査上必要ですので、次の書類について公用

として交付願います。 

 

１ 必要書類    通 

 

２ 建物の所在 

 

３ 家屋番号    番 

 

５ 手数料  登記手数料令第１９条により免除 

       

 

 

 

 

 

 



様式第８号（第１５条関係） 

 

   年  月  日  

消防長 様 

職・氏名        ○印   

 

違 反 調 査 報 告 書 

違 反 者 

住 所  

氏名 

生年月日 

 

年  月  日生  

（  歳） 

職業 

 

対象物の状況 

所 在  

名 称  
構造 

規模 

 

用 途  

違 反 事 実 

 

違 反 条 項  

違反の概要 

（発生事由・ 

経過 等） 

 

参 考 事 項 

（査察経過等）

 



様式第９号（第１７条関係）その１ 

違 反 処 理 台 帳 

 

作成日 年  月  日 

対 
 

象 
 

物 

所在地  

違 
 

反 
 

者 

住所  

名 称  職業  

用 途  

氏名  構造・面積 

規   模 

直通階段数 

 

覚 知 

年月日 

 
  

公 示 

年月日 

 生年 

月日 

年  月  日

（  歳）

改 修 計 画 年  月  日提出 改修予定日 年  月  日 

違反処理区分 是 正 年 月 日 違反処理区分 是 正 年 月 日 

    

年 月 日 項 目 処 理 経 過 係 員 

    

過去の違反 

処理経過 

 

項目欄は、立入検査・調査・来庁・口頭指導（電話・直接）・会議・届出等を記入する。 



様式第９号（第１７条関係）その２ 

違 反 処 理 台 帳 

 

作成日 年  月  日  

危 

険 

物 

製 

造 

所 

等 

設置場所  

違 
 

反 
 

者 

住所  

設置者  職業  

許可年月日

番号 

 

氏名 

 

完成検査 

年月日番号 

 

許可品名 

及び数量 

 

覚知年月日  生年 

月日 

年  月  日 

（  歳）公 示 年 月 日 年  月  日 

改 修 計 画 年  月  日提出 改修予定日 年   月    日 

違反処理区分 是 正 年 月 日 違反処理区分 是 正 年 月 日 

    

年 月 日 項 目 処 理 経 過 係 員 

    

過去の違反 

処理経過 

 

項目欄は、立入検査・調査・来庁・口頭指導（電話・直接）・会議・届出等を記入する。 



様式第１０号（第１９条関係）その１ 

第  号  

年  月  日  

  住所 

  氏名         様 

                                

小田原市消防長        □印   

 

警  告  書 

 

  所在 

  

名称 

 

用途 

 

 

上記          は、                と認めるので、

次のとおり履行するよう警告する。 

なお、この警告に従わない場合は、 

の規定に基づく命令を行うことがある。 

  命令を行ったときは、当該            に受命者の氏名、命令内容等

を記載した標識の設置により公示する。 

 

（警告事項） 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１０号（第１９条関係）その２ 

第  号  

年  月  日  

住所 

氏名           様 

 

小田原市消防長        □印   

 

警  告  書 

 

所在 

  

名称 

 

用途 

 

 

上記          は、                と認めるので、

次のとおり履行するよう警告する。 

なお、この警告に従わない場合は、法律に基づいて措置をとることがあります。 

 

（警告事項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１１号（第２１条関係） 

第  号  

年  月  日  

住所 

氏名           様 

小田原市消防長        □印   

 

警告早期履行催告書 

 

 所在 

 

  

名称 

 

  

用途 

 

  

上記に        ついて、    年   月   日付   第  号

をもって警告した事項（別添警告書の写）について履行していないので、速やかに

履行するよう催告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１２号（第２４条関係）その１ 

年  月  日  

 住所 

 氏名            様 

 

命    令    書 

  

火災の予防に危険である又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると支障

になると認めるので、消防法第３条第１項の規定により次の措置をとるべきことを

命ずる。 

 なお、本命令に従わない場合は、消防法により処罰されることがある。 

命 令 

年月日 
年  月  日 発令者 

所  属 

階級・氏名 

 

○印   

所 在  

行為者・所有者・管理者・占有者 氏名  

該当条文：法第３条第１項第   号 命令の理由となる事実及び命ずる措置 

第
１
号 

火遊び、喫煙、たき火、火を使

用する設備若しくは器具（物件

に限る。）又はその使用に際し

火災の発生のおそれのある設備

若しくは器具（物件に限る。）

の使用その他これらに類する行

為 

禁止 
【理由】 

 

停止 
 

 

制限 
 

 

消火 

準備 

 

 

第
２
号 

残火、取灰又は火粉の始末 

【措置】 

 

 

第
３
号 

危険物又は放置され、若しくはみだり

に存置された燃焼のおそれのある物件

の除去その他の処理 

 

 

 

第
４
号 

放置され、又はみだりに存置された物

件の整理又は除去 

 

 

 

教 示 

 この命令に不服のある場合は、命令があったことを知った日の翌日から起算して３か月

以内に、        に対して審査請求をすることができる。また、この命令について

は、命令があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に小田原市（訴訟において

小田原市を代表するものは小田原市長となる。）を被告として処分の取消しの訴えを提起す

ることができる。なお、この命令について審査請求した場合には、当該審査請求に対する裁

決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、小田原市を被告として処分の

取消しの訴えを提起することができる。 

受領欄 
年  月  日 本命令書を確かに受領しました。 

受領者住所  氏名  



様式第１２号（第２４条関係）その２ 

第  号  

年  月  日 

住所 

氏名           様 

 

小田原市消防長        □印   

 

命   令   書 

 

所在 

  

名称 

 

用途 

 

 

上記防火対象物は、       と認めるので、         の規定に

より、次のとおり命令する。     

なお、本命令に従わない場合は、                     

の規定により処罰されることがある。 

 

１ 命令事項 

 

 

 

２ 命令の理由 

 

 

 

教 示 

 この命令に不服のある場合は、命令を受けた日の翌日から起算して３０日以内に、

小田原市長に対して審査請求することができる。また、この命令については、命令

を受けた日の翌日から起算して３０日以内に、小田原市（訴訟において小田原市を

代表するものは小田原市長となる。）を被告として処分の取消しの訴えを提起する

ことができる。なお、この命令について審査請求した場合には、当該審査請求に対

する裁決を受けた日の翌日から起算して３０日以内に、小田原市を被告として処分

の取消しの訴えを提起することができる。 



様式第１２号（第２４条関係）その３ 

第  号 

年  月  日 

住所 

氏名           様 

 

小田原市消防長        □印   

 

命   令   書 

 

所在 

  

名称 

 

用途 

 

 

上記防火対象物は、       と認めるので、         の規定に

より、次のとおり命令する。     

なお、本命令に従わない場合は、                     

の規定により処罰されることがある。 

 

１ 命令事項 

 

 

 

２ 命令の理由 

 

 

 

教 示 

 この命令に不服のある場合は、命令があったことを知った日の翌日から起算して

３か月以内に、小田原市長に対して審査請求することができる。また、この命令に

ついては、命令があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、小田原

市（訴訟において小田原市を代表するものは小田原市長となる。）を被告として処

分の取消しの訴えを提起することができる。なお、この命令について審査請求した

場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、小田原市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。 



様式第１２号（第２４条関係）その４ 

第  号 

年  月  日 

住所 

氏名           様 

 

小田原市消防長         □印  

 

 

命   令   書 

 

所在 

  

名称 

 

用途 

 

 

上記防火対象物は、       と認めるので、         の規定に

より、次のとおり命令する。     

 

 

１ 命令事項 

 

 

 

２ 命令の理由 

 

 

 

教 示 

 この命令に不服のある場合は、命令があったことを知った日の翌日から起算して

３か月以内に、小田原市長に対して審査請求することができる。また、この命令に

ついては、命令があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、小田原

市（訴訟において小田原市を代表するものは小田原市長となる。）を被告として処

分の取消しの訴えを提起することができる。なお、この命令について審査請求した

場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、小田原市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。 



様式第１２号（第２４条関係）その５ 

第  号 

年  月  日 

住所 

氏名           様 

小田原市長        □印   

 

命   令   書 

 

所在 

  

名称 

 

用途 

 

 

上記対象物は、       と認めるので、         の規定により、

次のとおり命令する。 

 なお、本命令に従わない場合は、         の規定により処罰されるこ

とがある。 

 

１ 命令事項 

 

 

 

 

 

 

 

教 示 

 この命令に不服のある場合は、命令があったことを知った日の翌日から起算して

３０日以内に、小田原市長に対して再調査の請求をすることができる。また、この

命令については、命令があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

小田原市（訴訟において小田原市を代表するものは小田原市長となる。）を被告と

して処分の取消しの訴えを提起することができる。なお、この命令について審査請

求した場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起

算して６か月以内に、小田原市を被告として処分の取消しの訴えを提起することが

できる。 



様式第１２号（第２４条関係）その６ 

第  号  

年  月  日  

住所 

氏名           様 

小田原市長        □印   

 

 

命   令   書 

 

所在 

  

名称 

 

用途 

 

 

上記対象物は、       と認めるので、         の規定により、

次のとおり命令する。     

  

１ 命令事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 示 

 この命令に不服のある場合は、命令があったことを知った日の翌日から起算して

３０日以内に、小田原市長に対して再調査の請求をすることができる。また、この

命令については、命令があったことを知った日の翌日から起算して１か月以内に、

小田原市（訴訟において小田原市を代表するものは小田原市長となる。）を審査請

求をすることができる。なお、この命令について再調査後審査請求をした場合には、

当該審査請求をした日の翌日から起算して１か月以内に、小田原市に対して再審査

請求することができる。なお、当該審査請求の裁決があった日の翌日から起算して

６か月以内に、小田原市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。 



様式第１２号（第２４条関係）その７ 

第  号  

年  月  日  

住所 

氏名           様 

小田原市長        □印   

 

命   令   書 

 

所在 

  

名称 

 

用途 

 

 

上記対象物の危険物      者      は、  年 月 日     に

おいて、消防法         違反（     ）を行ったと認めるので、消防

法第１３条の２４の規定により、次のとおり命令する。 

 

１ 命令事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 示 

 この命令に不服のある場合は、命令があったことを知った日の翌日から起算して３

０日以内に、小田原市長に対して再調査の請求をすることができる。また、この命令

については、命令があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、小田原

市（訴訟において小田原市を代表するものは小田原市長となる。）を被告として処分

の取消しの訴えを提起することができる。なお、この命令について審査請求した場合

には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月

以内に、小田原市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。 



様式第１３号（第２６条関係） 

年  月  日 

 住所 

 氏名            様 

 

命    令    書 

 火災の予防に危険である又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると支障

になると認めるので、消防法第５条の３第１項の規定により次の措置をとるべきこ

とを命ずる。 

 なお、本命令に従わない場合は、消防法により処罰されることがある。 

命 令 

年月日 
年  月  日 発令者 

所  属 

階級・氏名 

            

         ○印  

所 在  名

称 

 

用 途 （  ）項  ・（         ） 

行為者・所有者・管理者・占有者 氏名  

該当条文：法第５条の３第１項第  号 命令の理由となる事実及び命ずる措置 

第
１
号 

火遊び、喫煙、たき火、火を

使用する設備若しくは器具

（物件に限る。）又はその使

用に際し火災の発生のおそ

れのある設備若しくは器具

（物件に限る。）の使用その

他これらに類する行為 

禁止 
【理由】 

 

停止 
 

 

制限 
 

 

消火 

準備 

 

 

第
２
号 

残火、取灰又は火粉の始末 

【措置】 

 

 

第
３
号 

危険物又は放置され、若しくはみだ

りに存置された燃焼のおそれのある

物件の除去その他の処理 

 

 

 

第
４
号 

放置され、又はみだりに存置された

物件の整理又は除去 

 

 

 

教 示 

 この命令に不服のある場合は、命令があったことを知った日の翌日から起算して３０日

以内に、        に対して審査請求をすることができる。また、この命令について

は、命令があったことを知った日の翌日から起算して３０日以内に小田原市（訴訟において

小田原市を代表するものは小田原市長となる。）を被告として処分の取消しの訴えを提起す

ることができる。なお、この命令について審査請求した場合には、当該審査請求に対する裁

決があったことを知った日の翌日から起算して３０日以内に、小田原市を被告として処分の

取消しの訴えを提起することができる。 

受
領
欄 

年  月  日 本命令書を確かに受領しました。 

受領者住所  氏名  



様式第１４号（第２６条関係） 

第  号  

年  月  日  

消防長 様 

所属             

職・氏名        ○印   

 

口 頭 命 令 報 告 書 

 

次のとおり、口頭で措置命令等をしましたので、報告します。 

 

１ 住所 

 

２ 氏名 

 

３ 防火対象物の所在 

 

４ 物件の所在地又は行為場所 

 

５ 名称 

 

６ 物件名又は行為内容 

 

７ 用途 

 

８ 現認年月日・時間 

 

９ 命令要件 

 

１０ 命令事項 

 

１１ 命令の理由 

 

１２ 改善状況 

 

１３ 教示内容 

 

１４ その他 

 

 



様式第１５号（第２８条関係） 

 

 

消 防 法 に よ る 命 令 の 公 告 

 

 

所在地 

名称 

氏名 

 

 

 この防火対象物は、                           

と認めるので、   年    月    日、次のとおり命じたものである。 

 

 命令事項 

 

 

 

 

 

 

 

年  月  日         

小田原市消防長         

 

注意 

１ この標識は、消防法             の規定に基づき設置したもの

である。 

２ この標識を損壊した者は、法律により罰せられることがあります。 

 



様式第１６号（第２８条関係） 

 

 

消 防 法 に よ る 命 令 の 公 告 

 

 

所在地 

名称 

氏名 

 

 

 この                        は、                    

と認めるので、   年    月    日、次のとおり命じたものである。 

 

 命令事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

年  月  日         

小田原市長         

 

注意 

１ この標識は、消防法             の規定に基づき設置したもの

である。 

２ この標識を損壊した者は、法律により罰せられることがあります。 



様式第１７号（第３０条関係） 

第  号  

年  月  日  

 

住所 

氏名           様 

 

小田原市長        □印   

 

小田原市消防長        □印   

 

命 令 早 期 履 行 催 告 書 

 

所在 

  

名称 

 

用途 

 

 

上記            について、  年  月  日付第  号をもって命令した

事項（別添命令書の写）について履行していないので、速やかに履行するよう催告

する。 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１８号（第３２条関係） 

第  号  

年  月  日  

 

住所 

氏名           様 

 

 

命 令 解 除 通 知 書 

 

    

 

 

年   月   日付第  号により               命令し

た事項は、    年  月  日改善されたためこれを解除する。 

 

 

 

小田原市長        □印   

 

小田原市消防長        □印   

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１９号（第３４条関係） 

第  号  

年  月  日  

 

住所 

氏名           様 

  

小田原市長        □印   

 

 

許 可 取 消 通 知 書 

 

 あなたの（所有、占有、管理）する              （    年 

  月  日第  号設置許可）は、消防法第１２条の２第１項の規定に基づき、

許可を取消すことになりました。 

 ついては、関係書類を交付しますので、次により来庁してください。 

 

 

１ 日  時     年  月  日  時  分から  時  分までの間 

 

２ 場  所     

 

３ 持 参 品 

 (1) 本通知書 

 (2) 印鑑 

 

 

 

 

 



様式第２０号（第３４条関係） 

第  号 

年  月  日 

 

住所 

氏名           様 

  

小田原市長        □印  

 

許  可  取  消  書 

 

 あなたの      する次の           は、消防法第        

違反と認めるので、同法第１２条の２第１項の規定に基づき、許可を取消す。 

 

１ 設置場所又は常置場所 

 

２ 名称 

 

３ 製造所等の別 

 

４ 貯蔵所又は取扱所の区分 

 

５ 設置許可年月日・番号 

 

６ 違反事項 

 

 

７ 取消しの理由 

 

教示 

 この処分に不服のある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して３か月以内に、小田原市長に対して審査請求することができる。また、この処

分については、処分のあったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に小田

原市（訴訟において小田原市を代表する者は小田原市長となる。）を被告として処

分の取消しの訴えを提起することができる。なお、この処分について審査請求をし

た場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内に、小田原市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができ

る。 



様式第２１号（第３５条関係） 

第  号  

年  月  日  

 

住所 

氏名           様 

 

小田原市消防長        □印   

 

特 例 認 定 取 消 通 知 書 

 

 あなたの管理する           は、消防法第８条の２の３第６項 号

（消防法第３６条第１項において準用する場合を場合を含む。）の規定に基づき、

認定を取消すことになりました。 

 つきましては、関係書類を交付しますので、次により来庁してください。 

 

 

１ 日  時     年  月  日  時  分から  時  分までの間 

 

２ 場  所     

 

３ 持 参 品 

 ⑴ 本通知書 

 ⑵ 印鑑 

 

 

 

 

 

 



様式第２２号（第３５条関係） 

第  号  

年  月  日  

 

 

住所 

氏名           様 

  

小田原市消防長        □印   

 

特 例 認 定 取 消 書 

 

 次の防火対象物は、消防法第８条の２の３第６項 号（消防法第３６条第１項に

おいて準用する場合を含む。）の規定に該当するため、同項の規定に基づき特例認

定を取消す。 

 

 

１ 防火対象物所在地 

 

 名称等 

 

２ 特例認定年月日・番号 

 

３ 特例認定取消（処分）の理由となる事実 

 

 

 

 

 

教示 

 この処分に不服のある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して３か月以内に、小田原市長に対して審査請求することができる。また、この処

分については、処分のあったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に小田

原市（訴訟において小田原市を代表する者は小田原市長となる。）を被告として処

分の取消しの訴えを提起することができる。なお、この処分について審査請求をし

た場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内に、小田原市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができ

る。 



様式第２３号（第３７条関係）その１ 

第  号  

年  月  日  

           様 

 

小田原市長        □印   

 

小田原市消防長        □印   

 

告      発      書 

 

 次の犯罪があると思料するので、刑事訴訟法第２３９条第２項により関係資料を

添えて告発します。 

 

１ 被告発人 

   本籍地 

   住 所 

   氏 名           年   月   日生（  歳） 

   職 業            

 

２ 罪名及び適用法条 

 

 

３ 犯罪の事実 

 

 

４ 証拠となるべき資料 

 

 

５ 犯罪の情状 

 

 

６ 意見 

 

 

７ 参考事項 

 

 

 



様式第２３号（第３７条関係）その２ 

第  号  

年  月  日  

           様 

 

小田原市長        □印   

 

小田原市消防長        □印   

 

告      発      書 

 

 次の犯罪があると思料するので、刑事訴訟法第２３９条第２項により関係資料を

添えて告発します。 

 

１ 被告発人 

  甲 本店所在地 

    法人名称 

    代表者の住所 

    代表者の氏名 

  乙 本 籍 

    住 所 

    職 業 

    氏 名 

    生年月日 

 

２ 罪名及び適用法条 

 

３ 犯罪の事実 

 

 

４ 証拠となるべき資料 

 

 

５ 犯罪の情状 

 

 

６ 意見 

 

 

７ 参考事項 

 



様式第２４号（第４１条関係）その１ 

第  号  

年  月  日  

 地方裁判所 

     部    御中 

 

小田原市消防長        □印   

 

過 料 事 件 通 知 書 

 

 消防法第４６条の５に基づき過料に処せられるべき事件を発見したので、次のと

おり通知します。 

 

１ 違反者の氏名及び住所 

  氏 名 

 住 所 

 

２ 違反対象物の名称等及び管理権原者 

  名 称 

  所 在 

  変更前の管理権原者 

 

３ 該当法条 

  消防法第８条の２の３第５項（消防法第３６条第１項において準用する場合を

含む。） 

 （特例認定防火対象物の管理権原者の変更の届出） 

  消防法第４６条の５ 

 

４ 添付書類 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２４号（第４１条関係）その２ 

第  号  

年  月  日  

 

 地方裁判所 

     部    御中 

 

小田原市消防長        □印   

 

 

過 料 事 件 通 知 書 

 

 

 消防法第４６条の５に基づき過料に処せられるべき事件を発見したので、次のと

おり通知します。 

 

 

１ 違反者の氏名及び住所 

  氏 名 

 住 所 

 

 

２ 違反対象物の名称及び住所 

  名 称 

  所 在 

 

 

３ 該当法条 

  消防法第１７条の２の３第４項（大臣認定を受けた特殊消防用設備等又は設備

設置維持計画の軽微な変更の届出） 

  消防法第４６条の５ 

 

 

４ 添付書類 

 

 

 

 



様式第２５号（第４４条関係） 

第  号  

年  月  日  

 神奈川県知事 

             様 

 

小田原市長        □印   

 

危険物取扱者違反処理報告書 

違 
 

反 
 

者 

本 籍      県（都道府） 

住 所  

氏 名 年  月  日生 

免 状 

種 類 種 別 交付年月日 交付番号 交付知事 

   種 

   

類 年  月  日 第   号 知事 

事業所名 

職  名 

所 在 地 

 

１ 違反年月日        年    月    日 

 

２ 違反場所 

 

３ 違反行為の概要 

 

４ 違反発見の端緒 

 

５ 違反条項及び違反点数（付加点数及びその理由） 

 

６ 意見 

 

７ その他参考事項 

 

※１ 免状欄については、全ての免状について記載すること。 

※２ 免状の写しを添付すること。 



様式第２６号（第４４条関係） 

第  号 

年  月  日 

 神奈川県知事 

             様 

小田原市消防長        □印   

 

消防設備士違反処理報告書 

違 
 

反 
 

者 

本 籍      県（都道府） 

住 所  

氏 名 年  月  日生 

免 状 

種 類 指定区分 交付年月日 交付番号 交付知事 

  種   類 年  月  日 第   号 知事 

事業所名 

職  名 

所 在 地 

 

１ 違反年月日        年    月    日 

 

２ 違反場所 

 

３ 違反行為の概要 

 

４ 違反発見の端緒 

 

５ 違反条項及び基礎点数 

 

６ 事故加点及び当該事故の概要 

 

７ 意見 

 

８ その他参考事項 

 

※１ 免状欄については、全ての免状について記載すること。 

※２ 免状の写しを添付すること。 

 



様式第２７号（第４４条関係） 

第  号  

年  月  日  

住 所 

氏 名         様 

 

小田原市長        □印   

 

 

危険物取扱者違反事項通知書 

 

  

 あなたは、次の消防法令違反があるので通知します。 

 なお、今後、危険物取扱者免状を交付した知事から返納命令を受けることがあり

ます。 

 

 

１ 違反年月日         年   月   日 

 

２ 違反場所 

 

３ 違反行為の概要 

 

４ 違反条項 

  消防法第   条（    ）違反 

 

 

 

 

 



様式第２８号（第４４条関係） 

第  号  

年  月  日  

住 所 

氏 名         様 

              

小田原市消防長        □印   

 

消防設備士違反事項通知書 

 

  

 あなたは、次の消防法令違反があるので通知します。 

 なお、今後、消防設備士免状を交付した知事から返納命令を受けることがありま

す。 

 

 

１ 違反年月日         年   月   日 

 

２ 違反場所 

 

３ 違反行為の概要 

 

４ 違反条項 

  消防法第   条（    ）違反 

 

 

 

 

 

 



様式第２９号（第４５条関係） 

年  月  日  

 

         様 

              

住所           

氏名        ○印   

 

 

受 領 書 

 

  

    

年  月  日付第  号の           は、確かに受領しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３０号（第４６条関係） 

第  号 

年  月  日 

              

公 告 書 

  

 次の物件は                               

と認めるので、当該物件の               で権原を有する者は、 

年  月  日までに、当該物件を             すること。

 もしも、この期限までに      しない時は、消防職員が       す

る。 

 

 消防法第５条の３第２項の規定により，公告する。 

 

小田原市消防長        □印   

 

（物件の表示） 

 所 在 

 

 

 

 

種別及び数量 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３１号（第４８条関係） 

第  号  

年  月  日  

              

 

保管物件公告書 

 

  

               と認めるので、消防法      の規定により、

次の物件を保管しましたので公告します。 

 当該物件について、心当たりの人は、速やかに当消防本部に申し出てください。 

 

 

小田原市消防長        □印   

 

 

１ 名称又は種類 

 

 

２ 形状及び数量 

 

 

３ 物件の所在した場所 

 

 

４ 除去した日時 

 

 

５ 保管を始めた日時 

 

 

６ 保管の場所 

 

 

７ 保管物件の返還を求めるための必要事項 

  保管物件と管理関係を証明し得る書類及び印鑑を持参すること。 

 

 



様式第３２号（第４８条関係） 

保管物件一覧簿 

整理 

番号 

名称（種類）

形状、数量 

物件の所在 

した場所 
除去日時 

保管開始 

日  時 
保管場所 

公 示 

年月日 
備考 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



様式第３３号（第５０条関係） 

年  月  日  

小田原市消防長 様 

              

住所           

氏名        印  

 

保管物件返還請求書 

  

                              に保管されてい

る次の物件は、私の        するものでありますので返還くださるよう請

求します。 

 

１ 名称又は種類 

 

 

２ 形状及び数量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３４号（第５０条関係） 

年  月  日  

 

小田原市防長 様  

  

 

物 件 受 領 書 

 

（受領者）           

住所           

氏名        □印   

 次の物件を受領しました。 

整理番号 名    称 数 量 概 要 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



様式第３５号（第５０条関係） 

年  月  日 

 

小田原市消防長 様 

 

代 金 受 領 書 

  

（受領者）           

住所           

氏名        ○印   

 

１ 名称又は種類 

 

 

２ 形状及び種類           個 

 

 

  上記物件の売却代金として、次の金額を受領しました。 

 

  金              円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３６号（第５１条関係） 

年  月  日  

 

小田原市消防長 様 

 

住所           

氏名        ○印   

 

所 有 権 放 棄 書 

 

に保管されている次の物件は、私の所有するものでありますが、 

    年  月  日、所有権を放棄しますから、適宜に処分してください。 

 

 

１ 品名又は数量 

 

 

２ 形状及び数量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３７号（第５２条関係） 

第  号  

年  月  日  

 

 

住所 

氏名           様 

 

小田原市消防長        □印   

 

保 管 費 等 納 付 命 令 書 

 

    年  月  日付返還した物件の保管等に要した費用は次のとおりである

から、    年  月  日までに     へ納付するよう消防法    の

規定により命令する。 

 なお、指定された期日までに納付しないときは、国税滞納処分の例により徴収す

る。 

 

 金          円 

 

費   目 金   額 内    訳 

   

   

   

   

教 示 

 この命令に不服がある場合は命令があったことを知った日の翌日から起算して３

か月以内に小田原市長に対して審査請求することができる。また、この命令につい

ては、命令があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に小田原市（訴

訟において小田原市を代表する者は小田原市長となる。）を被告として処分の取消

しの訴えを提起することができる。なお、この命令について審査請求をした場合に

は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月

以内に、小田原市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。 

 



様式第３８号（第５４条関係） 

第  号  

年  月  日  

 

火災予防関係事項照会書 

 

 

 

様  

                     

小田原市消防長        □印   

 

 火災予防上必要があるので、次の事項につき回答願いたく、消防法第３５条の１

０の規定に基づき照会します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 照会消防本部の所在地  神奈川県小田原市 

  

 担当者氏名 

 

 連絡先電話番号 

 

 



様式第３９号（第５５条関係） 

第  号 

年  月  日 

 

小田原市長          様 

 

小田原市消防長        □印   

 

違反処理報告書 

 

次のとおり、違反処理を行ったので報告します。 

 

１ 名称 

 

２ 所在地 

 

３ 代表者・氏名 

 

４ 違反処理の区分 

 

５ 違反処理の概要 

 

６ その他 

 

 

 

 

 

 

※警告書を添付すること。 



様式第４０号（第５５条関係） 

第  号  

年  月  日  

 

小田原市長          様 

                    

小田原市消防長        □印   

 

違反処理完結報告書 

 

見出しのことについて、      第  号    年  月  日付で報告

しました事案は、次のとおり完結しましたので報告します。 

 

１ 消防対象物名 

 

２ 用途 

 

３ 構造・規模 

 

４ 種類 

 

５ 内容          

(1) 消防用設備等、特殊消防用設備等関係 

 (2) 法第   条関係 

 (3) その他  別添写真参照 

 

６ 履行期間     年  月  日から    年  月  日 

 

７ 完結       年  月  日 

 

８ 備考 

 

 

 


